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問13 過量な内容の消費者契約に当たるかどうかの判断が個別の事例

によって異なるとすると、セールストークが難しくなるなど、事

業者の営業活動に萎縮的な効果を及ぼすことはないのですか。 

（答） 

１．過量な内容の消費者契約に当たるかどうかの判断は、一般的・平均的

な消費者を基準として、社会通念を基に規範的に行われることとなり

ます。 

 

２．また、取消しが認められるのは、事業者が当該消費者契約の締結につ

いて勧誘をするに際し、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費

者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知ってい

た場合に限られます。 

 

３．したがって、要件が明確であり、事業者の予測可能性は確保されてい

ることから、事業者の営業活動に萎縮的な効果を及ぼすことはないと

考えられます。 

 

 （参考）過量な内容の消費者契約の取消しの規定が適用されないと考えられる事例 

   ・ インターネットの通信販売サイトで消費者自身が注文をして大量の商品を

購入した事例 

   ⇒ 事業者は注文を受けて商品を引き渡しているだけであり、そもそも事業者

が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知り

ながら勧誘をしたとは通常はいえないことから、規定は適用されません。 

   ・ 事業者が近所でも有名な大家族の一員と勘違いして、一人暮らしの消費者

に対して勧誘を行った上で大量の商品を販売した事例 

   ⇒ 事業者は当該消費者を大家族の一員であると思ったがゆえに大量の商品を

販売しており、当該消費者が一人暮らしであることは知りませんでした。し

たがって、事業者が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるもの

であることを知りながら勧誘したとはいえないことから、規定は適用されま

せん。 

 

  




